
蒲南地区 ※日程についてはあくまでも目安です。

　今後の手続等の進捗
しんちょく

状況によってずれ込む場合があります。　
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今回送付する通知です。

実際に住所変更等の手続を行っていただくのは、

「換地処分の公告日の翌日」以降となります。

換地処分の公告予定日の決定

各種通知の受領

※手続は換地処分の公告日の翌日

以降からとなります。

・各種台帳（住民基本台帳等）の住所欄書き換え

権利者の最終確認（清算金）

・土地登記簿及び建物登記簿の表題部書き換え

清算金の確定

抵当権者への「供託不要申出」の照会

清算金額のお知らせの送付

清算金徴収・交付金通知書の送付

換地処分に伴う関連事務の終了

土地区画整理法第７６条の許可申請

各種証明書の発行（仮換地証明書等）

仮換地の分合筆等における施行者確認

・運転免許証の住所変更

・法人登記の本店・支店の所在変更

・マイナンバーカードの住所変更

・保険証の住所変更

・自動車車検証の住所変更

・在留カードの住所変更

・身体・精神障害者手帳の住所変更

・勤務先等への住所変更の届出

・金融機関、クレジット会社、ガス会社、

電力会社等への住所変更届出 等

換地処分の公告日の翌日から手続を

行ってください。

詳細は別冊の「換地処分に伴う住所変

更のご案内」をご確認ください。
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登記簿の権利部等の住所変更

・関係権利者への換地処

分通知の送付及び到達の

確認

・完了届の提出（愛知県）

・換地処分通知の受領

・換地処分の公告予定日のお知らせ

・換地処分に伴う住所変更のご案内

・換地処分通知のご案内（概要版）

・住所の地番変更について（お知らせ）

※住所変更手続が不要な方には、

同封しない書類もあります。
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・住所変更に関する通知等の送付

令和３年１０月更新

次回は換地処分の公告日の翌日以降に、住所変更に係る各種

通知を送付いたします。

なお、清算金や登記関係の手続につきましては、手続の時期に

なりましたら、別途お知らせいたします。

換地処分通知のご案内（概要版）

地権者・地区内にお住まいの方


